《令和８年度》刈払機(草刈機)取扱作業者
安全衛生教育講座






刈払機作業に伴う転倒、刈刃の跳ね返り、飛散物による負傷、ならびに熱中症や振動障害などの災害・健康障害を防止するため、作業者が刈払機の特性を理解し、適切な機種選定、点検・整備、保護具の使用および安全な作業方法に関する知識を習得することを目的とする講座です。
あわせて、厚生労働省通達（基発第66号）に基づき、安全衛生意識の向上を図ります。

	★日　時
	８月６日(木)　9:00～16:10【６時間】

	★申込締切り
	７月９日(木)

	★講　師
	林業・木材製造業労働災害防止協会広島県支部

	★受講対象者
	緑地管理や農業等で業務として刈払機(草刈機)を使用する方

	★定　員
	２０名　（定員になり次第申し込みを締切りいたします。）
※申込者数の状況により開講できないことがあります。

	★場　所
	東広島地域職業訓練センター

	★受講料
	1人 ９，９２０円（税込）
キャンセルの場合は実施予定日の1週間前までにご連絡ください。
指定の期日を過ぎるとキャンセル料（受講料相当額）が発生します。　

	★テキスト
	1人 ３，０８０円（税込）（改訂２版　安全な刈払機作業のポイント）
受講料と合わせてお支払いいただきます。

	★持参物
	筆記用具、印鑑、作業のできる服装（長袖・長ズボン）、手袋等（軍手可）、昼食、飲料等、※ヘルメット・防護メガネは不要です。

	★修了証
	全日程の修了者に「刈払機取扱安全衛生教育終了証」を交付します。
申込時に写真１枚提出してください。写真サイズ等は縦2.5cm×横2.0cm、上半身正面無帽、撮影6ヶ月以内、裏面に氏名を記載のこと。

	★申込方法
	申込書へ必要事項を記入のうえ、窓口へ持参、または郵送、FAX等で送ってください。ホームページからのお申込みもできます。
なお、FAX及びホームページでも申し込み時、別途、写真を郵送してください。
開講決定となりましたら開講通知書と受講料請求書を郵送します。

	★カリキュラム
	

	①学科

	刈払機に関する知識
　　刈払機を使用する作業に関する知識
　　刈払機の点検及び整備に関する知識
　　振動障害及びその予防に関する知識
　　関係法令

	②実技

	　　刈払機の作業等




申込方法　　

	【申込先】　東広島地域職業訓練センター
〒739-0152　東広島市八本松町吉川5782-58　
TEL (082)429-0810  FAX (082)429-1806
メールアドレス　work.c.h@hvtc.com
                      URL    https://hvtc.com


≪令和８年度≫
刈払機（草刈機）取扱作業者安全衛生教育講座
 受講申込書

事業所名： 　　                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
事業所所在地　　〒
　           　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　             　

 ＴＥＬ：　　　　　　　　　　　         ＦＡＸ：　                 　　　　　　　　 

 担当者名：　　　　　　　　　       　（所属：   　                                ）
ﾒールアドレス：　　　　                               　　　　　　　　　　　　　　　　  

受講料負担区分：　 １ 事業者  ・  ２ 受講者   （どちらかに〇をしてください）       　

	(フリガナ)
受 講 者 氏 名
	受講者住所
	受講者連絡先（※1）

	生年月日
	
	

	(        　       　　　)
	〒
	


	S・H

	
	

	(         　      　　　)
	〒
	


	S・H

	
	

	(      　         　　　)
	〒
	


	S・H

	
	



（※1）緊急時、受講者様へご連絡する場合がございます。
＊ご記入いただいた情報は、この講座にかかわる業務に限り使用いたします。
